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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長尺の帯状の用紙を巻き取るための用紙巻取り機構であって、
　用紙が巻き付けられる外周面を有し、前記外周面の一部にポケット穴が形成された巻取
り軸部と、
　前記ポケット穴に収容されるとともに、前記ポケット穴の外側に配置されかつ用紙の幅
方向全体にわたって延在する外側面と、前記ポケット穴の内側に配置されかつ軸方向にテ
ーパ状に延びるテーパ状内側面とを有し、前記ポケット穴からの前記外側面の突出量が変
化するように前記ポケット穴内で半径方向に移動自在な内側テーパ部材と、
　前記内側テーパ部材の前記テーパ状内側面に対応しかつ係合し得るテーパ状外側面を有
し、前記内側テーパ部材を半径方向に移動させるように軸方向に移動自在な外側テーパ部
材とを備え、
　前記巻取り軸部が、前記外周面に開口しかつ軸方向に延びるスリットを介して離隔配置
された第１、第２の巻取り軸部から構成されるとともに、前記第１の巻取り軸部が、前記
外周面の一部に形成された第１のポケット穴と、前記スリットに開口する第２のポケット
穴とを有し、前記第１、第２のポケット穴にそれぞれ第１、第２の内側テーパ部材が収容
されており、前記外側テーパ部材が、前記第１、第２の内側テーパ部材の第１、第２のテ
ーパ状内側面にそれぞれ対応しかつ係合し得る第１、第２のテーパ状外側面を有しており
、用紙の始端が前記スリット内において前記第２の内側テーパ部材の前記外側面と前記第
２の巻取り軸部との間で把持されるようになっている、
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ことを特徴とする用紙巻取り機構。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記外側テーパ部材を軸方向に挿通するとともに前記外側テーパ部材に回転自在に支持
されかつ軸方向移動不能に固定された操作軸をさらに備え、前記操作軸の先端に形成され
た雄ネジ部が前記巻取り軸部の端部に形成された雌ネジ部に螺合している、
ことを特徴とする用紙巻取り機構。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記巻取り軸部には、巻取り時の用紙の幅方向の一端側および他端側をそれぞれガイド
する一対の側板部材が設けられており、前記各側板部材の内周側には、前記内側テーパ部
材によりキー結合されるキー溝が形成されている、
ことを特徴とする用紙巻取り機構。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記内側テーパ部材が前記各側板部材を越えてその外側まで延びている、
ことを特徴とする用紙巻取り機構。
【請求項５】
　請求項１において、
　当該用紙巻取り機構が、ラベル台紙貼付け装置におけるラベル剥離後の台紙を巻き取る
ためのものである、
ことを特徴とする用紙巻取り機構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、長尺の帯状の用紙を巻き取るための用紙巻取り機構に関する。
【背景技術】
【０００２】
　長尺の帯状の用紙（例えばラベル剥離後のラベル台紙等）を巻き取るための用紙巻取り
機構として種々のものが提案されている。
（i）特開平１０－２５０８８５号公報に記載のものでは、台紙巻取部を周方向に分割さ
れた複数の円筒部材から構成して、各円筒部材の内面に小径部および大径部をそれぞれ形
成し、操作部材が小径部に嵌合したときに各円筒部材を巻き取り径に保持して台紙の巻き
取りを行うとともに、台紙の巻き取り後は、操作部材を各円筒部材の大径部に嵌合させて
各円筒部材の巻き取り径を縮径させることにより、各円筒部材に巻き取られた台紙を各円
筒部材の一端側から引き抜けるようにしている（同公報の段落［００４３］～［００４４
］、図１および図７参照）。
【０００３】
（ii）特開２００９－２０３０２９号公報に記載のものでは、巻き取り軸を、一端がフラ
ンジ部に固定された固定軸と、固定軸の外周側に対向配置された軸方向移動可能な一対の
平板状の可動片とから構成し、各可動片の一端を固定軸の他端側に形成された大径の可動
片支持部に係合させた状態で台紙の巻き取りを行うとともに、台紙の巻取り後は、各可動
片をフランジ部側から軸方向に引っ張って各可動片の一端と固定軸の他端側の可動片支持
部との係合状態を解除して巻き取り径を縮径させることにより、巻き取り軸に巻き取った
台紙を巻き取り軸から取り外すようにしている（同公報の段落［００６０］、［００６２
］～［００６４］、図６および図９参照）。
【０００４】
（iii）特開昭６３－１６５２５７号公報に記載のものでは、各々略半円筒状の一対の巻
取コアを円筒状に組み付けて巻取部を構成し、巻取部の内部に軸方向に延びかつ一端に操
作レバーを有するボス部を挿通させ、ボス部外周の複数のカム部を巻取コア内周の複数の
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カム圧接部にそれぞれ圧接させて巻取部を拡径させた状態で台紙の巻き取りを行うととも
に、巻取り後は、操作レバーを操作してボス部外周の各カム部と巻取コア内周の各カム圧
接部との圧接状態を解除して各巻取コアの巻き取り径を縮径させることにより、各巻取コ
アに巻き付けられた台紙を各巻取コアから取り外すようにしている（同公報の第２頁左上
欄第１９行～同頁右上欄第８行、同頁左下欄第７～１２行、同頁同欄第１９行～同頁右下
欄第３行、第３頁左上欄第５～１３行、第１図、第２図および第４図～第７図参照）。
【０００５】
（iv）特開２０１０－１０８２号公報に記載のものでは、台紙巻取り軸を、基体と、これ
に接近離反自在な移動体とから構成し、台紙巻取り軸の内部に軸方向に延びかつ一端に操
作ノブを有する押体を挿通させ、押体外周の複数のカムを移動体内周の複数のカムフォロ
アにそれぞれ圧接させ移動体を基体から離反させて台紙巻取り軸を拡径させた状態で台紙
の巻き取りを行うとともに、巻取り後は、操作ノブを操作して押体外周の各カムと移動体
内周の各カムフォロアとの圧接状態を解除し移動体を基体に接近させて台紙巻取り軸の巻
き取り径を縮径させることにより、台紙巻取り軸に巻き付けられた台紙を台紙巻取り軸か
ら取り外すようにしている（同公報の段落［００２２］、［００２３］、[００３６]、［
００４５］、図４および図５参照）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前掲（i）の特開平１０－２５０８８５号公報に記載のものでは、台紙
巻取部を構成する各円筒部材の巻き取り径が縮径されるのは、あくまで各円筒部材の一端
側のみであり、他端側は縮径されない（すなわち、台紙の幅方向全体にわたって縮径され
るのではない）。したがって、長尺の台紙が各円筒部材に厚く巻き付けられて相当の巻付
圧が各円筒部材の外面に作用している状態では、とくに、縮径されていない台紙巻取部の
他端側において台紙を引き出す際に大きな力を必要とし、その結果、巻取り後のロール状
の台紙の取外しを簡単かつ速やかに行えない場合が生じる。
【０００７】
　同様に、前掲（ii）の特開２００９－２０３０２９号公報に記載のものにおいても、巻
き取り軸の巻き取り径が縮径されるのは、あくまで各可動片の一端側のみであり、他端側
は縮径されない（すなわち、台紙の幅方向全体にわたっては縮径されるのではない）。し
たがって、長尺の台紙が固定軸および各可動片に厚く巻き付けられて相当の巻付圧が各可
動片の外面に作用している状態では、とくに、縮径されていない各可動片の他端側におい
て台紙を引き出す際に大きな力を必要とし、その結果、巻取り後のロール状の台紙の取外
しを簡単かつ速やかに行えない場合が生じる。
【０００８】
　また、前掲（iii）の特開昭６３－１６５２５７号公報に記載のものでは、前掲（i）お
よび（ii）のものとは異なり、台紙の幅方向全体にわたって巻き取り径を縮径することは
一応可能ではあるが、縮径の操作の際には、巻取コア内周の各カム圧接部に強固に圧接し
て局所的に喰い込んだボス部外周の各カム部の圧接状態を操作レバーを回転操作すること
で解除する必要があり、その際、各巻取コアの外周面に巻き取られた長尺の台紙から当該
外周面に相当の巻付圧が作用していることと相俟って、操作レバーの操作には非常に大き
な力を必要とし、その結果、巻取り後のロール状の台紙の取外しを簡単かつ速やかに行え
ない場合が生じる。
【０００９】
　前掲（iv）の特開２０１０－１０８２号公報に記載のものでは、同様に、前掲（i）お
よび（ii）のものとは異なり、台紙の幅方向全体にわたって巻き取り径を縮径することは
一応可能ではあるが、縮径の操作の際には、移動体内周の各カムフォロアに強固に圧接し
て局所的に喰い込んだ押体外周の各カムの圧接状態を操作ノブを引き出し操作することで
解除する必要があり、その際、台紙巻取り軸の外周面に巻き取られた長尺の台紙から当該
外周面に相当の巻付圧が作用していることと相俟って、操作ノブの操作には非常に大きな
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力を必要とし、その結果、巻取り後のロール状の台紙の取外しを簡単かつ速やかに行えな
い場合が生じる。
【００１０】
　本発明は、このような従来の実情に鑑みてなされたもので、本発明が解決しようとする
課題は、長尺の帯状の用紙を巻き取った後のロール状用紙の取外しを簡単かつ速やかに行
える用紙巻取り機構を提供することにある。また、本発明は、長尺の帯状の用紙の巻取り
始端を簡単かつ確実に保持できる用紙巻取り機構を実現しようとしている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る用紙巻取り機構は、長尺の帯状の用紙を巻き取るための機構であって、用
紙が巻き付けられる外周面を有しかつ外周面の一部にポケット穴が形成された巻取り軸部
と、ポケット穴に収容されるとともに、ポケット穴の外側に配置されかつ用紙の幅方向全
体にわたって延在する外側面、および、ポケット穴の内側に配置されかつ軸方向にテーパ
状に延びるテーパ状内側面を有し、ポケット穴からの外側面の突出量が変化するようにポ
ケット穴内で半径方向に移動自在な内側テーパ部材と、内側テーパ部材のテーパ状内側面
に対応しかつ係合し得るテーパ状外側面を有し、内側テーパ部材を半径方向に移動させる
ように軸方向に移動自在な外側テーパ部材とを備え、巻取り軸部が、外周面に開口しかつ
軸方向に延びるスリットを介して離隔配置された第１、第２の巻取り軸部から構成される
とともに、第１の巻取り軸部が、外周面の一部に形成された第１のポケット穴と、スリッ
トに開口する第２のポケット穴とを有し、第１、第２のポケット穴にそれぞれ第１、第２
の内側テーパ部材が収容されており、外側テーパ部材が、第１、第２の内側テーパ部材の
第１、第２のテーパ状内側面にそれぞれ対応しかつ係合し得る第１、第２のテーパ状外側
面を有しており、用紙の始端がスリット内において第２の内側テーパ部材の外側面と第２
の巻取り軸部との間で把持されるようになっている。
【００１２】
　本発明によれば、用紙を巻取り軸部に巻き取る際には、内側テーパ部材が半径方向外方
に移動して内側テーパ部材のポケット穴からの突出量が大きくなるように外側テーパ部材
を軸方向に移動させた状態で、用紙を巻取り軸部の外周面および内側テーパ部材の外側面
に巻き付ける一方、用紙の巻取り後は、内側テーパ部材が半径方向内方に移動して内側テ
ーパ部材のポケット穴からの突出量が小さくなるように外側テーパ部材を軸方向に移動さ
せることで、巻取り軸部の外周面および内側テーパ部材の外側面による巻き取り径を用紙
の幅方向全体にわたって縮径させることができるので、巻取り軸部の外周面および内側テ
ーパ部材の外側面に巻き取られた用紙を巻取り軸部から簡単に取り外すことができる。し
かも、この場合には、外側テーパ部材が内側テーパ部材のテーパ状内側面に対応するテー
パ状外側面を有していることで、外側テーパ部材のテーパ状外側面および内側テーパ部材
のテーパ状内側面がそれぞれくさび面として面接触するので、内側テーパ部材の半径方向
移動を比較的小さな力で行うことができ、これにより、巻取り軸部からの用紙の取外しを
速やかに行うことができる。
【００１５】
　また、本発明においては、スリットを介して離隔配置された第１、第２の巻取り軸部か
ら巻取り軸部が構成されるとともに、第１の巻取り軸部が、外周面の一部に形成された第
１のポケット穴と、スリットに開口する第２のポケット穴とを有し、第１、第２のポケッ
ト穴にそれぞれ第１、第２の内側テーパ部材が収容されており、外側テーパ部材が、第１
、第２の内側テーパ部材の第１、第２のテーパ状内側面にそれぞれ対応しかつ係合し得る
第１、第２のテーパ状外側面を有しており、用紙の始端がスリット内において第２の内側
テーパ部材の外側面と第２の巻取り軸部との間で把持されるようになっている。
【００１６】
　本発明によれば、用紙を巻取り軸部に巻き取る際には、第１の内側テーパ部材が半径方
向外方に移動して第１の内側テーパ部材の第１のポケット穴からの突出量が大きくなるよ
うに外側テーパ部材を軸方向に移動させた状態で、用紙を第１、第２の巻取り軸部の外周
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面および第１の内側テーパ部材の外側面に巻き付ける一方、用紙の巻取り後は、第１の内
側テーパ部材が半径方向内方に移動して第１の内側テーパ部材の第１のポケット穴からの
突出量が小さくなるように外側テーパ部材を軸方向に移動させることで、第１、第２の巻
取り軸部の外周面および第１の内側テーパ部材の外側面による巻き取り径を用紙の幅方向
全体にわたって縮径させることができるので、第１、第２の巻取り軸部の外周面および第
１の内側テーパ部材の外側面に巻き取られた用紙を第１、第２の巻取り軸部から簡単に取
り外すことができる。しかも、この場合には、外側テーパ部材が第１の内側テーパ部材の
第１のテーパ状内側面に対応する第１のテーパ状外側面を有していることで、外側テーパ
部材の第１のテーパ状外側面および第１の内側テーパ部材の第１のテーパ状内側面がそれ
ぞれくさび面として面接触するので、第１の内側テーパ部材の半径方向移動を比較的小さ
な力で行うことができ、これにより、第１、第２の巻取り軸部からの用紙の取外しを速や
かに行うことができる。
【００１７】
　さらに、本発明によれば、用紙を巻取り軸部に巻き取り始める際には、用紙の始端を第
１、第２の巻取り軸部間のスリットを通して第２の内側テーパ部材の外側面と第２の巻取
り軸部との間に挿入する。この状態から、第１の内側テーパ部材の第１のポケット穴から
の突出量が大きくなるように外側テーパ部材を軸方向に移動させると、第２の内側テーパ
部材の第２のポケット穴からの突出量も同様に大きくなり、これにより、用紙の始端を第
２の内側テーパ部材の外側面と第２の巻取り軸部との間で簡単かつ確実に保持できる。一
方、用紙の巻取り後は、第１の内側テーパ部材の第１のポケット穴からの突出量が小さく
なるように外側テーパ部材を軸方向に移動させると、第２の内側テーパ部材の第２のポケ
ット穴からの突出量も同様に小さくなり、その結果、第２の内側テーパ部材の外側面と第
２の巻取り軸部との間で把持されていた用紙の始端の把持状態が解除される。これにより
、用紙の始端を第１、第２の巻取り軸部の間のスリットから簡単に取り外すことができる
。
【００１８】
　このように、本発明によれば、外側テーパ部材の軸方向移動により、第１の内側テーパ
部材のみならず第２の内側テーパ部材についても半径方向に移動させることができるので
、第１の内側テーパ部材の第１のポケット穴からの突出量の調整のみならず、第２の内側
テーパ部材による用紙の始端の把持および解除についても簡単かつ確実に行えるようにな
り、これにより、効率的に用紙の巻取りおよび取外しの処理を行うことができるようにな
る。
【００１９】
　本発明においては、外側テーパ部材を軸方向に挿通するとともに外側テーパ部材に回転
自在に支持されかつ軸方向移動不能に固定された操作軸をさらに備え、操作軸の先端に形
成された雄ネジ部が第１の巻取り軸部の端部に形成された雌ネジ部に螺合している。
【００２０】
　本発明によれば、操作軸を回転操作すると、操作軸先端の雄ネジ部が第１の巻取り軸部
の雌ネジ部に対して進入または後退することで、操作軸および外側テーパ部材が軸方向に
前進または後退する。操作軸の前進時には、外側テーパ部材の第１のテーパ状外側面が第
１の内側テーパ部材の第１のテーパ状内側面を押圧して第１の内側テーパ部材を半径方向
外方に移動させることにより、第１の内側テーパ部材の外側面のポケット穴からの突出量
が大きくなる。また、操作軸の後退時には、外側テーパ部材の第１のテーパ状外側面が第
１の内側テーパ部材の第１のテーパ状内側面から離れる側に移動して第１の内側テーパ部
材が半径方向内方に移動することにより、第１の内側テーパ部材の外側面の第１のポケッ
ト穴からの突出量が小さくなる。この場合には、第１の巻取り軸部の端部の雌ネジ部に螺
合する操作軸先端の雄ネジ部による推力を利用して操作軸を移動させるので、第１の内側
テーパ部材の半径方向移動をより小さな力で行うことができる。
【００２１】
　さらに、本発明によれば、操作軸の回転操作により、第１の内側テーパ部材のみならず
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第２の内側テーパ部材についても半径方向に移動させることができるので、第１の内側テ
ーパ部材の第１のポケット穴からの突出量の調整と同時に、第２の内側テーパ部材による
用紙の始端の把持および解除を操作軸の回転操作で行えるようになり、これにより、効率
的にかつ簡単な操作で用紙の巻取りおよび取外しの処理を行うことができるようになる。
【００２２】
　本発明においては、巻取り軸部には、巻取り時の用紙の幅方向の一端側および他端側を
それぞれガイドする一対の側板部材が設けられており、各側板部材の内周側には、内側テ
ーパ部材によりキー結合されるキー溝が形成されている。この場合には、各側板部材を巻
取り軸部に連結するためのキー等の軸締結部材を別途必要としないので、構造を簡略化で
きる。
【００２３】
　本発明においては、内側テーパ部材が各側板部材を越えてその外側まで延びている。こ
の場合には、用紙の巻取り後に内側テーパ部材の半径方向内方への移動（すなわち、内側
テーパ部材のポケット穴からの突出量の減少）を各側板部材の外側から確認できるので、
操作性を向上できる。
【００２４】
　本発明においては、当該用紙巻取り機構が、ラベル台紙貼付け装置におけるラベル剥離
後の台紙を巻き取るためのものである。
【発明の効果】
【００２５】
　以上のように、本発明に係る用紙巻取り機構によれば、外周面の一部にポケット穴が形
成された巻取り軸部と、ポケット穴からの突出量が変化するようにポケット穴内で半径方
向に移動自在な内側テーパ部材と、内側テーパ部材のテーパ状内側面に係合し得るテーパ
状外側面を有し、軸方向に移動自在な外側テーパ部材とを設けたので、用紙を巻取り軸部
に巻き取る際には、内側テーパ部材のポケット穴からの突出量が大きくなるように外側テ
ーパ部材を軸方向に移動させた状態で、用紙を巻取り軸部の外周面および内側テーパ部材
の外側面に巻き付ける一方、用紙の巻取り後は、内側テーパ部材のポケット穴からの突出
量が小さくなるように外側テーパ部材を軸方向に移動させることで、巻取り軸部の外周面
および内側テーパ部材の外側面による巻き取り径を用紙の幅方向全体にわたって縮径させ
ることができるので、巻取り軸部の外周面および内側テーパ部材の外側面に巻き取られた
用紙を巻取り軸部から簡単に取り外すことができる。しかも、この場合には、外側テーパ
部材が内側テーパ部材のテーパ状内側面に対応するテーパ状外側面を有していることで、
外側テーパ部材のテーパ状外側面および内側テーパ部材のテーパ状内側面がそれぞれくさ
び面として面接触するので、内側テーパ部材の半径方向移動を比較的小さな力で行うこと
ができ、これにより、巻取り軸部からの用紙の取外しを速やかに行うことができる。
【００２６】
　また、本発明に係る用紙巻取り機構によれば、スリットを介して離隔配置された第１、
第２の巻取り軸部から巻取り軸部を構成するとともに、第１の巻取り軸部に形成された第
１、第２のポケット穴にそれぞれ第１、第２の内側テーパ部材を収容するようにしたので
、用紙を巻取り軸部に巻き取り始める際には、用紙の始端を第１、第２の巻取り軸部間の
スリットを通して第２の内側テーパ部材の外側面と第２の巻取り軸部との間に挿入し、そ
の状態から、第２の内側テーパ部材の第２のポケット穴からの突出量が大きくなるように
外側テーパ部材を軸方向に移動させることで、用紙の始端を第２の内側テーパ部材の外側
面と第２の巻取り軸部との間で簡単かつ確実に保持できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の一実施例による用紙巻取り機構を含む用紙巻取り装置全体の正面概略図
である。
【図２】図１のII-II 線断面概略図である。
【図３】図２の一部拡大図であって、巻取り軸部およびその周辺部材を示す図である。
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【図４】図３のIV-IV 線断面図である。
【図５】図３のV-V線矢視概略図である。
【図６】前記用紙巻取り機構（図１）により用紙を巻き取る際の作業手順を時系列的に説
明するための図である。
【図７】図６のVII-VII線断面図である。
【図８】前記用紙巻取り機構（図１）により用紙を巻き取る際の作業手順を時系列的に説
明するための図である。
【図９】前記用紙巻取り機構（図１）により用紙を巻き取る際の作業手順を時系列的に説
明するための図である。
【図１０】前記用紙巻取り機構（図１）により用紙がロール状に巻き取られた状態を示す
図である。
【図１１】前記用紙巻取り機構（図１）に巻き取られた用紙を取り外す際の作業手順を時
系列的に説明するための図である。
【図１２】前記用紙巻取り機構（図１）に巻き取られた用紙を取り外す際の作業手順を時
系列的に説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の一実施例を添付図面に基づいて説明する。
　図１ないし図１２は、本発明の一実施例による用紙巻取り機構を示している。ここでは
、用紙巻取り機構により巻き取られる長尺の帯状の用紙として、裏面に粘着面を有するラ
ベルが台紙に仮着されたラベル台紙からラベルが剥離された台紙を例にとる。
【００２９】
　図１に示すように、用紙巻取り装置１は、２つの用紙巻取り機構１Ａ、１Ｂを備えてい
る。各巻取り機構１Ａ、１Ｂは、台紙Ｓを巻き取るための巻取り軸部２、２’をそれぞれ
有している。用紙巻取り装置１の上流側（図左側）には、図示していないが、ラベル貼付
け装置（ラベラー）が配置されており、用紙巻取り装置１には、ラベル貼付け装置でラベ
ル貼付け処理が施されてラベルが剥離された台紙Ｓが矢印方向から供給されるようになっ
ている。供給されてきた台紙Ｓは、ローラ１００およびテンションローラ１０１を経て、
下方に配置された複数のローラ１０２および上方に配置された複数のローラ１０３に交互
に掛け渡された後、各用紙巻取り機構１Ａ、１Ｂの上方に配置されたローラ１０４を経て
いずれかの用紙巻取り機構１Ａ、１Ｂに巻き取られる。
【００３０】
　図１においては、台紙Ｓが用紙巻取り機構１Ａに巻き取られる場合を示しており（実線
参照）、用紙巻取り機構１Ａの巻取り軸部２に所定長さの台紙Ｓがロール状に巻き取られ
た後は、ローラ１０４と用紙巻取り機構１Ａの巻取り軸部２との間のスパンで台紙Ｓが切
断され、切断された台紙Ｓの端部が用紙巻取り機構１Ｂの巻取り軸部２’に係止されて巻
取り軸部２’での巻取りが開始されるとともに（二点鎖線参照）、このとき、用紙巻取り
機構１Ａにおいては、巻取り軸部２にロール状に巻き取られた台紙Ｓの取外し作業が行わ
れる。同様にして、用紙巻取り機構１Ｂの巻取り軸部２’に所定長さの台紙Ｓがロール状
に巻き取られた後は、ローラ１０４と用紙巻取り機構１Ｂの巻取り軸部２’との間のスパ
ンで台紙Ｓが切断され、切断された台紙Ｓの端部が用紙巻取り機構１Ａの巻取り軸部２に
係止されて巻取り軸部２での巻取りが開始されるとともに、このとき、用紙巻取り機構１
Ｂにおいては、巻取り軸部２’にロール状に巻き取られた台紙Ｓの取外し作業が行われる
。このようにして、用紙巻取り装置１においては、２つの用紙巻取り機構１Ａ、１Ｂによ
る台紙Ｓの巻取り（つまり巻取り軸２、２’の切替え）を交互に行うことで、台紙Ｓの巻
取りを中断することなく、連続して処理を行えるようになっている。
【００３１】
　なお、各ローラ１０２は、図１中の実線に示す下方位置と、同図中の一点鎖線で示す上
方位置との間のバッファゾーンを移動可能に設けられており、巻取り軸部２、２’を切り
替える際には、各ローラ１０２をこれら上方位置および下方位置間で移動させることによ
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り、巻取り軸部２、２’の切替えをスムーズに行えるようになっている。
【００３２】
　用紙巻取り機構１Ａは、図２および図３に示すように、巻取り時の台紙Ｓの幅方向の一
端側および他端側をそれぞれガイドする円板状の一対の側板部材３（３１、３２）を有し
ている（図１参照）。巻取り軸部２は、各側板部材３１、３２を挿通して軸方向に延びて
いる。また、用紙巻取り機構１Ａは、巻取り軸部２を回転駆動するための減速機付サーボ
モータ２００を有している。サーボモータ２００の出力軸２００ａは、壁パネル２０１に
回転自在に支持されており、その軸端にはフランジ部材２０２が固定されている。
【００３３】
　巻取り軸部２は、図２ないし図４に示すように、スリットｓを介して半径方向に離隔配
置された円筒状の第１の巻取り軸部２０および略半円柱状の第２の巻取り軸部２１から構
成されており、第１の巻取り軸部２０の外周面２０Ａおよび第２の巻取り軸部２１の外周
面２１Ａにより、全体として円筒状の外周面を有している。第１、第２の巻取り軸部２０
、２１の基端側の底部２０Ｂ、２１Ｂは、ベース部材２２を介してフランジ部材２０２に
固定されている。
【００３４】
　巻取り軸部２のスリットｓは、巻取り軸部２の中心軸線Ｏ－Ｏ’から離れた位置に配置
され、巻取り軸部２の外周面に開口するとともに軸方向に延びている。相対的に大形の第
１の巻取り軸部２０は、外周面２０Ａの一部に形成されかつ外周面２０Ａに開口する第１
のポケット穴２０ａと、スリットｓに開口する第２のポケット穴２０ｂとを有しており、
各ポケット穴２０ａ、２０ｂは第１の巻取り軸部２０の内部で連通している。各ポケット
穴２０ａ、２０ｂは、第１の巻取り軸部２０の軸方向中央部から基端側の底部２０Ｂの手
前側まで軸方向に延びている。
【００３５】
　第１のポケット穴２０ａには、第１の内側テーパ部材２３が半径方向移動自在に収容さ
れ、第２のポケット穴２０ｂには、第２の内側テーパ部材２４が半径方向移動自在に収容
されており、第１、第２の内側テーパ部材２３、２４が半径方向に移動することで、第１
、第２のポケット穴２０ａ、２０ｂからの各内側テーパ部材２３、２４の突出量が変化す
るようになっている。また、第１、第２のポケット穴２０ａ、２０ｂを連通する内部空間
２０Ｃには、第１、第２の内側テーパ部材２３、２４を半径方向に移動させるためのブラ
ケット部材（外側テーパ部材）２５が配置されている。
【００３６】
　第１の内側テーパ部材２３は、第１のポケット穴２０ａの外側に配置されかつ台紙Ｓの
幅ｗを越えて軸方向に直線状に延びる（すなわち、台紙Ｓの幅方向全体にわたって延在す
る）とともに各側板部材３１、３２を越えてその外側まで延びる円筒状の外側面２３ａと
、外側面２３ａに対向して第１のポケット穴２０ａの内側に配置され、巻取り軸部２の基
端側に向かって徐々に小径となるように軸方向にテーパ状に延びる第１のテーパ状内側面
２３ｂとを有している。同様に、第２の内側テーパ部材２４は、第２のポケット穴２０ｂ
の外側に配置されかつ台紙Ｓの幅ｗを越えて軸方向に直線状に延びる（すなわち、台紙Ｓ
の幅方向全体にわたって延在する）円筒状の外側面２４ａと、外側面２４ａに対向して第
２のポケット穴２０ｂの内側に配置され、巻取り軸部２の基端側に向かって徐々に小径と
なるように軸方向にテーパ状に延びる第２のテーパ状内側面２４ｂとを有している。
【００３７】
　ブラケット部材２５は、第１の内側テーパ部材２３の第１のテーパ状内側面２３ｂに対
応しかつこれに係合し得る第１のテーパ状外側面２５ａと、これと逆側に配置されるとと
もに、第２の内側テーパ部材２４の第１のテーパ状内側面２４ｂに対応しかつこれに係合
し得る第２のテーパ状外側面２５ｂとを有している。なお、ブラケット部材２５と異なり
、第１、第２の内側テーパ部材２３、２４は別部材であるため、第１、第２のテーパ状内
側面２３ｂ、２４ｂは、厳密な意味でのテーパ面ではないが、ブラケット部材２５の第１
、第２のテーパ状外側面２５ａ、２５ｂにそれぞれ対応しつつ軸方向に対して傾斜して配
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設されているため、本明細書中では、これらも併せてテーパ面と呼称することにした。
【００３８】
　第１の内側テーパ部材２３の外側面２３ａを含む上側部分は、図３に示すように、各側
板部材３１、３２に内周側にそれぞれ形成された係合溝３１ａ、３２ａにそれぞれ係合し
ており、各係合溝３１ａ、３２ａは、第１の内側テーパ部材２３によりキー結合されるキ
ー溝として機能している。この場合には、各側板部材３１、３２を巻取り軸部２に連結す
るためのキー等の軸締結部材を別途必要としないので、構造を簡略化できる。各側板部材
３１、３２の中央には、両端が開口する筒状部材２６、２７がそれぞれ取り付けられてお
り、これらの筒状部材２６、２７の内周側にも、第１の内側テーパ部材２３によりキー結
合されるキー溝として機能する係合溝２６ａ、２７ａがそれぞれ形成されている。また、
スリットｓ内において、第２の内側テーパ部材２４と対向する第２の巻取り軸部２１の部
位には、たとえばラバー製のプレート部材２８が埋設されている。
【００３９】
　第１の内側テーパ部材２３の第１のテーパ状内側面２３ｂの左右端部には、図４に示す
ように、ブラケット部材２５の側に向かって半径方向内方に延びかつ左右側方に張り出す
左右一対の張出部２３ｃが設けられている。ブラケット部材２５の第１のテーパ状外側面
２５ａを含む外側部分は、第１の内側テーパ部材２３の第１のテーパ状内側面２３ｂおよ
び各張出部２３ｃで限定される凹部内に収容されている。また、第１の巻取り軸部２０の
第１のポケット穴２０ａには、第１の内側テーパ部材２３の各張出部２３ｃを受け入れる
左右一対の凹部２０ｄが形成されている。第１の内側テーパ部材２３の半径方向移動時に
は、第１の内側テーパ部材２３の各張出部２３ｃが各凹部２０ｄの各端面２０ｄ１、２０
ｄ２の間を移動する。
【００４０】
　同様に、第２の内側テーパ部材２４の第２のテーパ状内側面２４ｂの左右端部には、ブ
ラケット部材２５の側に向かって半径方向内方に延びかつ左右側方に張り出す左右一対の
張出部２４ｃが設けられている。ブラケット部材２５の第２のテーパ状外側面２５ｂを含
む外側部分は、第２の内側テーパ部材２４の第２のテーパ状内側面２４ｂおよび各張出部
２４ｃで限定される凹部内に収容されている。また、第１の巻取り軸部２０の第２のポケ
ット穴２０ｂには、第２の内側テーパ部材２４の各張出部２４ｃを受け入れる左右一対の
凹部２０ｅが形成されている。第２の内側テーパ部材２４の半径方向移動時には、第２の
内側テーパ部材２４の各張出部２４ｃが各凹部２０ｅの各端面２０ｅ１、２０ｅ２の間を
移動する。
【００４１】
　円筒状の第１の巻取り軸部２０の内部空間２０Ｃには、第１の巻取り軸部２０の軸芯Ｏ

１－Ｏ１’を通って軸方向に延びる操作軸２９が配設されている。操作軸２９は、第１の
巻取り軸部２０の端部２０Ｄを挿通して軸方向に延びており、手前側端には操作つまみ２
９Ａが設けられ、先端には雄ネジ部２９ａが形成されている。雄ネジ部２９ａは、第１の
巻取り軸部２０の底部２０Ｂに形成された雌ネジ部２０ｃに螺合している。操作軸２９は
、ブラケット部材２５を軸方向に挿通するとともに、ブラケット部材２５に回転自在に支
持されかつ軸方向移動不能に固定されている。
【００４２】
　この構成により、操作者が操作つまみ２９Ａを介して操作軸２９を回転操作すると、操
作軸２９の雄ネジ部２９ａが第１の巻取り軸部２０の底部２０Ｂの雌ネジ部２０ｃに対し
て進入または後退することにより、操作軸２９およびブラケット部材２５が軸方向に前進
または後退するようになっており、ブラケット部材２５が軸方向に移動することで、第１
、第２の内側テーパ部材２３、２４が半径方向に移動する。
【００４３】
　筒状部材２７の外周面には、図５に示すように、レバー３０が設けられており、レバー
３０の軸部には雄ネジ部３０ａが形成されている。一方、筒状部材２７には、これを半径
方向に挿通する貫通孔が形成されており、当該貫通孔には、レバー軸部の雄ネジ部３０ａ



(10) JP 6713402 B2 2020.6.24

10

20

30

40

50

が螺合する雌ネジ部２７ｂが形成されている。レバー３０を回転させてレバー軸部の雄ネ
ジ部３０ａの先端を第１の巻取り軸部２０の外周面に圧接させることで、レバー軸部の雄
ネジ部３０ａは、筒状部材２７を第１の巻取り軸部２０に固定する止めネジとして機能し
ている。
【００４４】
　次に、上述した用紙巻取り機構１Ａによる台紙巻取り時の作業手順について、図６ない
し図９を用いて説明する。
　まず、図６に示すように、操作つまみ２９Ａで操作軸２９を回転操作するとともに軸方
向に移動させて操作軸２９の雄ネジ部２９ａを第１の巻取り軸部２０の底部２０Ｂの雌ネ
ジ部２０ｃから外して後退させることにより、操作軸２９およびブラケット部材２５を軸
方向に後退させるとともに、用紙巻取り機構１Ａから筒状部材２７および側板部材３２を
取り外す。
【００４５】
　このとき、図７に示すように、第１の内側テーパ部材２３が半径方向内方に移動されて
、第１の内側テーパ部材２３の第１のポケット穴２０ａからの突出量が小さくなるととも
に、第２の内側テーパ部材２４が半径方向内方に移動されて、第２の内側テーパ部材２４
の第２のポケット穴２０ｂからの突出量が小さくなり、スリットｓ内において、第２の内
側テーパ部材２４の外側面２４ａと第２の巻取り軸部２１側のプレート部材２８との間に
隙間が形成される。この状態から、台紙Ｓの始端Ｓａを当該隙間に挿入する。
【００４６】
　次に、図８に示すように、側板部材３２および筒状部材２７を組み込む。このとき、側
板部材３２の内周側の係合溝３２ａおよび筒状部材２７の係合溝２７ａを第１の内側テー
パ部材２３の外側面２３ａを含む外側部分に係合させて、筒状部材２７を側板部材３２に
固定するとともに、レバー３０を操作して、筒状部材２７を第１の巻取り軸部２０の外周
面に固定する。側板部材３２の組込時には、側板部材３１との間隔は、台紙Ｓの幅ｗより
も若干大きな寸法に設定される。
【００４７】
　また、図９に示すように、操作つまみ２９Ａで操作軸２９を軸方向に前進させ、先端の
雄ネジ部２９ａを第１の巻取り軸部２０の底部２０Ｂの雌ネジ部２０ｃに挿入させるとと
もに、操作つまみ２９Ａで操作軸２９を回転操作し、雄ネジ部２９ａを雌ネジ部２０ｃに
螺合させてさらに前進させることにより、操作軸２９とともにブラケット部材２５を軸方
向に前進させる。
【００４８】
　すると、ブラケット部材２５の第１のテーパ状外側面２５ａが第１の内側テーパ部材２
３の第１のテーパ状内側面２３ｂと係合して第１の内側テーパ部材２３を半径方向外方に
移動させることにより、第１の内側テーパ部材２３の外側面２３ａの第１のポケット穴２
０ａからの突出量が大きくなる（図４参照）。それと同時に、ブラケット部材２５の第２
のテーパ状外側面２５ｂが第２の内側テーパ部材２４の第２のテーパ状内側面２４ｂと係
合して第２の内側テーパ部材２４を半径方向外方に移動させることにより、第２の内側テ
ーパ部材２４の外側面２４ａの第２のポケット穴２０ｂからの突出量が大きくなる（同図
参照）。これにより、巻取り軸部２とは別個に設けられた部材を必要とすることなく、台
紙Ｓの始端Ｓａを第２の内側テーパ部材２４の外側面２４ａと第２の巻取り軸部２１側の
プレート部材２８との間で簡単かつ確実に把持することができる（同図参照）。
【００４９】
　この状態から、減速機付きサーボモータ２００（図２）を駆動して出力軸２００ａを回
転させると、巻取り軸部２とともに各側板部材３１、３２および各筒状部材２６，２７が
回転し、これにより、第１の巻取り軸部２０の外周面２０Ａ、第２の巻取り軸部２１の外
周面２１Ａおよび第１の内側テーパ部材２３の外側面２３ａの周りに台紙Ｓが巻き付けら
れる（図４参照）。
【００５０】
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　次に、用紙巻取り機構１Ａに巻き取られた台紙Ｓを巻取り軸部２から取り外す際の作業
手順について、図１０ないし図１２を用いて説明する。
　図１０は、用紙巻取り機構１Ａに台紙Ｓが所定長さ分だけロール状に巻き取られた状態
を示しており、図中、台紙Ｓのロール体が参照符号ＳＲで表されている。
【００５１】
　この状態から、操作つまみ２９Ａで操作軸２９を回転操作するとともに軸方向に移動さ
せて操作軸２９の雄ネジ部２９ａを第１の巻取り軸部２０の底部２０Ｂの雌ネジ部２０ｃ
から外して後退させることにより、操作軸２９およびブラケット部材２５を軸方向に後退
させるとともに（図１１参照）、用紙巻取り機構１Ａから筒状部材２７および側板部材３

２を取り外す。
【００５２】
　操作軸２９およびブラケット部材２５が軸方向に後退することにより、ブラケット部材
２５の第１のテーパ状外側面２５ａと第１の内側テーパ部材２３の第１のテーパ状内側面
２３ｂとの間に隙間が形成されようとするが、このとき、第１の内側テーパ部材２３の外
側面２３ａに作用するロール体ＳＲからの巻付圧により、または、操作者が筒状部材２７
を側板部材３２から取り外した状態で第１の内側テーパ部材２３の外側面２３ａを半径方
向内方に押し込むことにより、上記隙間は解消する。その結果、図１１に示すように、第
１の内側テーパ部材２３の第１のポケット穴２０ａからの突出量が小さくなって、巻取り
軸部２の外周面および第１の内側テーパ部材２３の外側面２３ａによる巻き取り径を台紙
Ｓの幅方向全体にわたって縮径できる。
【００５３】
　また、操作軸２９およびブラケット部材２５が軸方向に後退することにより、ブラケッ
ト部材２５の第２のテーパ状外側面２５ｂから第２の内側テーパ部材２４の第２のテーパ
状内側面２４ｂに対して作用していた押付圧がなくなるので、台紙Ｓの始端Ｓａに作用し
ていた、第２の内側テーパ部材２４の外側面２４ａと第２の巻取り軸部２１側のプレート
部材２８との間の把持圧もなくなる。
【００５４】
　したがって、図１２に示すように、ロール体ＳＲを含む台紙Ｓ全体を手前側（図示矢印
方向）に移動させることで、始端Ｓａが巻取り軸部２に把持されかつ巻取り軸部２の外周
面および第１の内側テーパ部材２３の外側面２３ａに巻き取られていた台紙Ｓを巻取り軸
部２から簡単に取り外すことができる。
【００５５】
　しかも、ブラケット部材２５が第１の内側テーパ部材２３の第１のテーパ状内側面２３
ｂに対応する第１のテーパ状外側面２５ａを有していることで、ブラケット部材２５の第
１のテーパ状外側面２３ｂおよび第１の内側テーパ部材２３の第１のテーパ状内側面２３
ｂがそれぞれくさび面として面接触するので、ブラケット部材２５の軸方向移動および第
１の内側テーパ部材２３の半径方向移動を比較的小さな力で行うことができ、これにより
、巻取り軸部２からの台紙Ｓの取外しを速やかに行うことができる。
【００５６】
　さらに、第１の巻取り軸部２の底部２０Ｂの雌ネジ部２０ｃに螺合する操作軸２９先端
の雄ネジ部２９ａによる推力を利用して操作軸２９およびブラケット部材２５が軸方向に
移動するので、ブラケット部材２５の軸方向移動および第１の内側テーパ部材２３の半径
方向移動をより小さな力で行うことができる。
【００５７】
　また、ブラケット部材２５の軸方向移動により、第１の内側テーパ部材２３のみならず
第２の内側テーパ部材２４についても半径方向に移動させることができるので、第１の内
側テーパ部材２３の第１のポケット穴２０ａからの突出量の調整のみならず、第２の内側
テーパ部材２４による用紙Ｓの始端Ｓａの把持および解除についても、操作軸２９の回転
操作のみで簡単かつ確実に行えるようになり、これにより、効率的に用紙の巻取りおよび
取外しの処理を行うことができるようになる。
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【００５８】
　以上、本発明に好適な実施例について説明したが、本発明の適用はこれに限定されるも
のではなく、本発明には種々の変形例が含まれる。以下に変形例のいくつかの例を挙げて
おく。
【００５９】
＜第１の変形例＞
　前記実施例では、好ましい態様として、用紙巻取り装置１が２つの用紙巻取り機構１Ａ
、１Ｂから構成された例を示したが、本発明の適用はこれに限定されない。用紙巻取り装
置１は、３つ以上の用紙巻取り機構から構成されていてもよいし、また、単一の用紙巻取
り機構から構成されていてもよい。
【００６０】
＜第２の変形例＞
　前記実施例では、好ましい態様として、巻取り軸部２が第１、第２の巻取り軸部２０、
２１から構成された例を示したが、巻取り軸部２は、概略円柱状の単一の巻取り軸部から
構成されていてもよい。その場合、巻取り軸部の外周面に台紙Ｓの始端を保持するための
保持部を別途設ける必要がある。
【００６１】
＜第３の変形例＞
　前記実施例では、第１の内側テーパ部材２３の各張出部２３ｃと、第１のポケット穴２
０ａの各凹部２０ｄの各端面２０ｄ１、２０ｄ２との間に単に空所のみが形成された例を
示したが（図４参照）、本発明の適用はこれに限定されない。たとえば、第１の内側テー
パ部材２３の各張出部２３ｃと、第１のポケット穴２０ａの各凹部２０ｄの端面２０ｄ１

との間に圧縮バネを配設するようにしてもよい。この場合、操作軸２９およびブラケット
部材２５の後退時には、第１の内側テーパ部材２３が圧縮バネの反発力により半径方向内
方に容易に移動できるようになる。
【００６２】
　同様に、前記実施例では、第２の内側テーパ部材２４の各張出部２４ｃと、第２のポケ
ット穴２０ｂの各凹部２０ｅの各端面２０ｅ１、２０ｅ２との間に単に空所のみが形成さ
れた例を示したが（図４参照）、本発明の適用はこれに限定されない。たとえば、第２の
内側テーパ部材２４の各張出部２４ｃと、第２のポケット穴２０ｂの各凹部２０ｅの端面
２０ｅ２との間に圧縮バネを配設するようにしてもよい。この場合、操作軸２９およびブ
ラケット部材２５の後退時には、第２の内側テーパ部材２４が圧縮バネの反発力により半
径方向内方に容易に移動できるようになる。
【００６３】
＜第４の変形例＞
　前記実施例では、長尺の帯状の用紙として、裏面に粘着面を有するラベルが台紙に仮着
されたラベル台紙からラベルが剥離された台紙を例にとって説明したが、本発明の適用は
これに限定されるものではなく、その他の連続用紙でもよく、またフィルム用紙であって
もよい。
【００６４】
＜その他の変形例＞
　上述した実施例および各変形例はあらゆる点で本発明の単なる例示としてのみみなされ
るべきものであって、限定的なものではない。本発明が関連する分野の当業者は、本明細
書中に明示の記載はなくても、上述の教示内容を考慮するとき、本発明の精神および本質
的な特徴部分から外れることなく、本発明の原理を採用する種々の変形例やその他の実施
例を構築し得る。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　以上のように、本発明は、長尺の帯状の用紙を巻き取るための用紙巻取り機構に有用で
ある。
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【符号の説明】
【００６６】
　１：　用紙巻取り装置
　１Ａ：　用紙巻取り機構
 
　２　：　巻取り軸部
 
　２０：　第１の巻取り軸部
　２０Ａ：　外周面
　２０ａ：　第１のポケット穴
　２０ｂ：　第２のポケット穴
　２０Ｂ：　底部（端部）
　２０ｃ：　雌ネジ部（雌ネジ孔）
 
　２１：　第２の巻取り軸部
　２１Ａ：　外周面
 
　２３：　第１の内側テーパ部材
　２３ａ：　外側面
　２３ｂ：　第１のテーパ状内側面
 
　２４：　第２の内側テーパ部材
　２４ａ：　外側面
　２４ｂ：　第２のテーパ状内側面
 
　２５：　ブラケット部材（外側テーパ部材）
　２５ａ：　第１のテーパ状外側面
　２５ｂ：　第２のテーパ状外側面
 
　２９　：　操作軸
　２９ａ：　雄ネジ部
　
　３、３１、３２：　側板部材
　３１ａ、３２ａ：　係合溝（キー溝）
　
　ｓ：　スリット
 
　Ｓ：　台紙（用紙）
　Ｓａ：　始端
　ｗ：　幅
【先行技術文献】
【特許文献】
【００６７】
【特許文献１】特開平１０－２５０８８５号公報（段落［００４３］～［００４４］、図
１および図７参照）
【特許文献２】特開２００９－２０３０２９号公報（段落［００６０］、［００６２］～
［００６４］、図６および図９参照）
【特許文献３】特開２０１０－１０８２号公報（第２頁左上欄第１９行～同頁右上欄第８
行、同頁左下欄第７～１２行、同頁同欄第１９行～同頁右下欄第３行、第３頁左上欄第５
～１３行、第１図、第２図および第４図～第７図参照）
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